
育
種
種
子

同同 種

類
第

二

千

七

百

二

十

八

号

平

成

二

十

八

年

三

月

四

日

す

ぎ

ひ

の

き

あ
か
ま
つ

樹

種

六
・
七
〇

一
九
・
三
〇

〇
・
一
〇

予
定
数
量(

キ
ロ
グ
ラ
ム)

一
二
、
五
六
八

同同

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
税
込
み

価
格(

円)

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
平
成
二
十
七
年
度
産
林
業
用
配
付
種
苗
の
種
類
、
予
定
数
量
、
価
格

等

(

森
林
整
備
課)

一
三
一
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
三
一

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

一
三
三

○
中
津
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

下

水

道

課)

一
三
六

○
土
岐
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

同

)

一
三
六

○
岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

出
納
管
理
課)

一
三
六

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

一
三
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

同

)

一
三
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

同

)

一
三
九

○
平
成
二
十
八
年
度
技
能
検
定(

前
期
及
び
随
時)

の
実
施

(

産
業
技
術
課)
一
四
〇

○
基
本
測
量
の
終
了

(

用

地

課)
一
四
四

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)

一
四
四

○
教
育
用
パ
ソ
コ
ン
更
新
に
係
る
機
器
等
の
購
入
、
サ
ー
バ
の
賃
貸
借

並
び
に
シ
ス
テ
ム
構
築
及
び
運
用
保
守
業
務
委
託
に
関
す
る
仕
様
書

に
対
す
る
意
見
招
請
に
関
す
る
公
告

(

教
育
財
務
課)

一
四
四

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
号

県
が
生
産
し
た
平
成
二
十
七
年
度
産
林
業
用
配
付
種
苗
の
種
類
、
予
定
数
量
、
価
格
等
を
次
の
と
お

り
定
め
た
の
で
、
林
業
用
種
苗
配
付
規
則(

昭
和
二
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
六
号)

第
三
条
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日



一
般
国
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

三
百
六
十

号 路
線
名

四
百
十
八

号 路
線
名

飛
騨
市
河
合
町
保
木
林
字
家

廻
二
〇
六
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
東

垣
内
一
三
三
番
一
地
先
ま
で

区

間

山
県
市
笹
賀
田
栗
入
会
字
水

棚
二
番
八
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一
番
四
地
先
ま
で

区

間

後
Ｂ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜�･���･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･����･� 延

長
(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

備

考

県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

安

食

粟

野
線

路
線
名

二
百
四
十

八
号

路
線
名

岐
阜
市
粟
野
西
三
丁
目
八
二

番
五
地
先
地
内

区

間

加
茂
郡
坂
祝
町
大
針
字
西
ノ

川
一
一
六
番
五
地
先
か
ら

同

郡
同

町
黒
岩
字
東
野

一
四
五
八
番
一
三
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

岐
阜
県
告
示
第
百
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

神

岡

河

合
線

路
線
名

区

間

飛�
市
河
合
町
保
字
保
峠
二

〇
九
五
番
七
地
先
か
ら

同

市
同

町
同
字
同

二

〇
八
九
番
八
地
先
ま
で

区

間

区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

県
道

道
路
の
種
類 県

道

鹿

倉

白

山
線

路
線
名

神

岡

河

合
線

郡
上
市
美
並
町
白
山
字
羽
佐

古
口
四
六
九
番
五
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

四
六
九
番
九
地
先
ま
で

区

間

飛�
市
河
合
町
保
字
保
峠
二

〇
八
三
番
二
地
先
地
内

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前��･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜�･���･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･�
備

考

岐
阜
県
告
示
第
百
五
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
八
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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一
般
国
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

二
百
四
十

八
号

路
線
名

二
百
五
十

六
号

路
線
名

加
茂
郡
坂
祝
町
大
針
字
尾
橋
七
四

〇
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
沖
二
三
四

番
三
地
先
ま
で

区

間

郡
上
市
和
良
町
方
須
字
深
瀬
下
野

九
五
四
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
深
瀬
上
野

一
〇
〇
二
番
一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成�･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･��平成��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

二
百
四
十

八
号

路
線
名

区

間

加
茂
郡
坂
祝
町
大
針
字
沖
二
三
四

番
三
地
先
か
ら

同

郡
同

町
黒
岩
字
東
野
一
四

三
六
番
二
地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成�･�･��平成��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類 県

道

国

府

見

座
線

路
線
名

安

食

粟

野
線

高
山
市
国
府
町
八
日
町
字
馬
道
一

八
三
五
番
八
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一

八
三
七
番
地
先
ま
で

高
山
市
国
府
町
八
日
町
字
馬
道
一

八
四
九
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一

八
四
二
番
二
地
先
ま
で

区

間

岐
阜
市
粟
野
西
三
丁
目
八
二
番
五

地
先
地
内

���･� ���･� 延

長
(

メ
ー
ト

ル) ��･�
平
成
��･�･� 平

成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�

平
成
��･�･�� 平

成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･�

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

神

岡

河

合
線

路
線
名

神

岡

河

合
線

路
線
名

飛�
市
河
合
町
保
字
保
峠
二
〇
八

三
番
二
地
先
地
内

区

間

飛�
市
河
合
町
保
字
保
峠
二
〇
九

五
番
七
地
先
か
ら

同

市
同

町
同
字
同

二
〇
八

九
番
八
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
百
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類

谷
高

山
線

路
線
名

飛�
市
古
川
町
中
野
字
出
付
一
〇

七
八
番
六
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
〇

三
三
番
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･��･�平成��･��･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
百
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
十
六
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
津
川
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

岐
阜
県

中
津
川
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

中
津
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業

中
津
川
市
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
五
年
一
月
二
十
九
日
か
ら

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
十
七
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
岐
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

岐
阜
県

土
岐
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

土
岐
都
市
計
画
下
水
道
事
業

土
岐
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
二
月
二
十
二
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
十
八
号

岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
告
示
第
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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本
則
中｢

及
び
楽
天
銀
行
株
式
会
社｣

を｢

並
び
に
株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ネ
ッ
ト
銀
行
及
び
楽
天
銀

行
株
式
会
社｣

に
改
め
る
。公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金
融

課
及
び
可
茂
県
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
オ
ー
ク
ワ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
オ
ー
ク
ワ
可
児
御
嵩
イ
ン
タ
ー
店

可
児
市
瀬
田
字
神
田
八
六
五
番
一

外

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
四
日

五

店
舗
面
積

六
、
二
二
一
平
方
メ
ー
ト
ル

六

駐
車
場
の
収
容
台
数

三
一
九
台

七

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

一
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
及
び
飛
騨
県
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
十
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
バ
ロ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

バ
ロ
ー
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
高
山
店

高
山
市
岡
本
町
三
丁
目
十
八
番
二

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
の
場
合
は
代
表
者
氏

名(
変
更
前)

株
式
会
社
バ
ロ
ー

代
表
取
締
役

田
代

正
美

(

変
更
後)

株
式
会
社
バ
ロ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

田
代

正
美

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

株
式
会
社
バ
ロ
ー

代
表
取
締
役

田
代

正
美

恵
那
市
大
井
町
一
八
〇
番
地
の
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一

外
二
九
者

(
変
更
後)

株
式
会
社
バ
ロ
ー

代
表
取
締
役

田
代

正
美

多
治
見
市
大
針
町
六
六
一
番
地

の
一

外
二
一
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ザ
・
ビ
ッ
グ
エ
ク
ス
ト
ラ
山
県
店

山
県
市
大
字
高
木
字
戸
羽
一
三
五
五

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)
(

仮
称)

ザ
・
ビ
ッ
グ
エ
ク
ス
ト
ラ
岐
阜
山
県
店

(

変
更
後)

ザ
・
ビ
ッ
グ
エ
ク
ス
ト
ラ
山
県
店

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鈴
木

新
樹

外
七
者

(

変
更
後)

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鈴
木

新
樹

外
二
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
及
び
飛
騨
県
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
十
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
バ
ロ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

バ
ロ
ー
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
高
山
店

高
山
市
岡
本
町
三
丁
目
一
八
番
二

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

(

変
更
前)

①
駐
車
場(

店
舗
西
・
北
西
側)

一
二
七
台

②
駐
車
場(

店
舗
北
西
側)

八
九
台

③
駐
車
場(

店
舗
北
西
側)

五
四
台

④
駐
車
場(

店
舗
西
側)

七
六
台

⑤
駐
車
場(

屋
上)

二
〇
九
台

(

変
更
後)
①
駐
車
場(

店
舗
西
・
北
西
側)

一
二
八
台

②
駐
車
場(

店
舗
北
西
側)

九
一
台
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③
駐
車
場(

店
舗
北
西
側)

五
四
台

④
駐
車
場(

店
舗
北
東
側)

七
三
台

⑤
駐
車
場(

屋
上)

二
〇
九
台

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

(

変
更
前)
三
箇
所

(

変
更
後)

四
箇
所

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ザ
・
ビ
ッ
グ
エ
ク
ス
ト
ラ
山
県
店

山
県
市
大
字
高
木
字
戸
羽
一
三
五
五
番
地

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

(

変
更
前)

四
五
一
台

(

変
更
後)

三
五
〇
台

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

(

変
更
前)

三
箇
所

(

変
更
後)

六
箇
所

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金
融
課

及
び
可
茂
県
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
バ
ロ
ー
可
児
坂
戸
店(

Ａ
ゾ
ー
ン)

可
児
市
坂
戸
字
落
田
一
○
二
番

外

二

意
見
の
概
要

可
児
市
長
の
意
見

・
開
発
区
域
南
側(

県
道
御
嵩
犬
山
線)

の
出
入
り
に
つ
い
て
、
岐
阜
県
及
び
公
安
委
員
会
と
協

議
し
、
安
全
に
十
分
配
慮
し
た
計
画
と
す
る
こ
と
。

・
開
発
区
域
北
側
及
び
西
側
に
あ
る
住
宅
地
と
接
道
す
る
市
道(

七
〇
○
三
号
線
、
七
○
○
六
号

線
、
七
○
○
七
号
線
、
七
○
○
八
号
線)

に
お
い
て
、
道
路
幅
員
が
十
分
で
な
く
歩
道
も
な
い

た
め
、
交
通
量
増
加
に
伴
う
生
活
環
境
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
。
生
活
環
境
を
保
持
す
る
た

め
に
も
、
来
客
車
両
の
通
り
抜
け
を
避
け
、
開
発
区
域
南
側(

県
道
御
嵩
犬
山
線)

へ
出
入
り

す
る
よ
う
誘
導
す
る
こ
と
。

・
駐
車
場
の
騒
音
、
Ａ
〜
Ｄ
荷
さ
ば
き
施
設
の
作
業
音
、
事
業
所
敷
地
内
の
自
動
車
の
走
行
音
及

び
室
外
機
等
の
騒
音
発
生
施
設
に
つ
い
て
、
苦
情
が
で
な
い
よ
う
に
対
策
す
る
こ
と
。

・
必
要
な
範
囲
以
内
の
照
明
と
す
る
こ
と
。

・
適
正
な
明
る
さ
の
照
明
を
設
置
す
る
こ
と
。

・
上
方
へ
の
光
が
無
駄
に
漏
れ
な
い
よ
う(

上
方
光
束
比
は
五
％
以
下)

に
す
る
こ
と
。

・
照
明
が
居
住
者
へ
の
睡
眠
等
の
生
活
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
、
近
隣
建
物
へ
の
影
響
を
及
ぼ
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さ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

・
歩
行
者
、
運
転
者
等
に
対
し
て
不
快
な
グ
レ
ア(

眩
輝)

を
与
え
な
い
よ
う
グ
レ
ア
の
制
限
を

行
う
こ
と
。

・
農
作
物
に
障
害
光
を
与
え
な
い
こ
と
。

・
事
業
者
に
起
因
す
る
苦
情
が
発
生
し
た
場
合
は
、
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
対
処
す
る

こ
と
。

(

届
出
事
項

新
設)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金
融
課

及
び
可
茂
県
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
バ
ロ
ー
可
児
坂
戸
店(

Ｂ
ゾ
ー
ン)

可
児
市
坂
戸
字
高
坪
七
○
番

外

二

意
見
の
概
要

可
児
市
長
の
意
見

・
開
発
区
域
南
側(

県
道
御
嵩
犬
山
線)

の
出
入
り
に
つ
い
て
、
岐
阜
県
及
び
公
安
委
員
会
と
協

議
し
、
安
全
に
十
分
配
慮
し
た
計
画
と
す
る
こ
と
。

・
開
発
区
域
北
側
及
び
西
側
に
あ
る
住
宅
地
と
接
道
す
る
市
道(

七
○
○
三
号
線
、
七
○
○
六
号

線
、
七
○
○
七
号
線
、
七
○
○
八
号
線)

に
お
い
て
、
道
路
幅
員
が
十
分
で
な
く
歩
道
も
な
い

た
め
、
交
通
量
増
加
に
伴
う
生
活
環
境
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
。
生
活
環
境
を
保
持
す
る
た

め
に
も
、
来
客
車
両
の
通
り
抜
け
を
避
け
、
開
発
区
域
南
側(

県
道
御
嵩
犬
山
線)

へ
出
入
り

す
る
よ
う
誘
導
す
る
こ
と
。

・
駐
車
場
の
騒
音
、
Ａ
〜
Ｄ
荷
さ
ば
き
施
設
の
作
業
音
、
事
業
所
敷
地
内
の
自
動
車
の
走
行
音
及

び
室
外
機
等
の
騒
音
発
生
施
設
に
つ
い
て
、
苦
情
が
で
な
い
よ
う
に
対
策
す
る
こ
と
。

・
必
要
な
範
囲
以
内
の
照
明
と
す
る
こ
と
。

・
適
正
な
明
る
さ
の
照
明
を
設
置
す
る
こ
と
。

・
上
方
へ
の
光
が
無
駄
に
漏
れ
な
い
よ
う(

上
方
光
束
比
は
五
％
以
下)

に
す
る
こ
と
。

・
照
明
が
居
住
者
へ
の
睡
眠
等
の
生
活
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
、
近
隣
建
物
へ
の
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

・
歩
行
者
、
運
転
者
等
に
対
し
て
不
快
な
グ
レ
ア(

眩
輝)

を
与
え
な
い
よ
う
グ
レ
ア
の
制
限
を

行
う
こ
と
。

・
農
作
物
に
障
害
光
を
与
え
な
い
こ
と
。

・
事
業
者
に
起
因
す
る
苦
情
が
発
生
し
た
場
合
は
、
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
対
処
す
る

こ
と
。

(

届
出
事
項

新
設)

○
平
成
二
十
八
年
度
技
能
検
定(

前
期
及
び
随
時)

の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

平
成
二
十
八
年
度
技
能
検
定(

前
期
及
び
随
時)

を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
職
業
能
力
開
発

促
進
法
施
行
規
則(

昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
等
級
等

技
能
検
定
は
、
一
級
、
二
級
、
三
級
、
単
一
等
級
、
基
礎
一
級
及
び
基
礎
二
級
に
区
分
し
、
実
技

試
験
及
び
学
科
試
験
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。

二

前
期
に
実
施
す
る
検
定
職
種(

作
業)

及
び
等
級
区
分

１

一
級
及
び
二
級

園
芸
装
飾(

室
内
園
芸
装
飾
作
業)

、
造
園(

造
園
工
事
作
業)

、
鋳
造(

鋳
鉄
鋳
物
鋳
造
作
業

及
び
非
鉄
金
属
鋳
物
鋳
造
作
業)

、
金
属
熱
処
理(

一
般
熱
処
理
作
業
、
浸
炭
・
浸
炭
窒
化
・
窒

化
処
理
作
業
及
び
高
周
波
・
炎
熱
処
理
作
業)

、
機
械
加
工(

普
通
旋
盤
作
業
、
数
値
制
御
旋
盤

作
業
、
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業
、
数
値
制
御
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業
、
ボ
ー
ル
盤
作
業
、
横
中
ぐ
り
盤
作
業
、

ジ
グ
中
ぐ
り
盤
作
業
、
平
面
研
削
盤
作
業
、
円
筒
研
削
盤
作
業
、
ホ
ブ
盤
作
業
及
び
マ
シ
ニ
ン
グ
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セ
ン
タ
作
業)

、
放
電
加
工(

数
値
制
御
形
彫
り
放
電
加
工
作
業
及
び
ワ
イ
ヤ
放
電
加
工
作
業)

、

金
属
プ
レ
ス
加
工(

金
属
プ
レ
ス
作
業)

、
鉄
工(

構
造
物
鉄
工
作
業)

、
建
築
板
金(

内
外
装
板

金
作
業
及
び
ダ
ク
ト
板
金
作
業)

、
仕
上
げ(

治
工
具
仕
上
げ
作
業
、
金
型
仕
上
げ
作
業
及
び
機

械
組
立
仕
上
げ
作
業)

、
切
削
工
具
研
削

(

工
作
機
械
用
切
削
工
具
研
削
作
業)

、
ダ
イ
カ
ス
ト

(

ホ
ッ
ト
チ
ャ
ン
バ
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業
及
び
コ
ー
ル
ド
チ
ャ
ン
バ
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業)

、
電
子
機
器

組
立
て(

電
子
機
器
組
立
て
作
業)

、
産
業
車
両
整
備(

産
業
車
両
整
備
作
業)

、
建
設
機
械
整
備

(

建
設
機
械
整
備
作
業)
、
木
型
製
作(

模
型
製
作
作
業)

、
家
具
製
作(

家
具
手
加
工
作
業
及
び

家
具
機
械
加
工
作
業)

、
建
具
製
作(

木
製
建
具
手
加
工
作
業
及
び
木
製
建
具
機
械
加
工
作
業)

、

印
刷(

オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
作
業)
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形(

射
出
成
形
作
業
及
び
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
成
形
作
業)

、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形(

手
積
み
積
層
成
形
作
業)

、
石
材
施
工(

石
張
り
作

業
及
び
石
積
み
作
業)

、
と
び(

と
び
作
業)

、
左
官(

左
官
作
業)

、
ブ
ロ
ッ
ク
建
築(

コ
ン
ク

リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
作
業)

、
タ
イ
ル
張
り(
タ
イ
ル
張
り
作
業)

、
畳
製
作(

畳
製
作
作
業)

、

防
水
施
工(

ウ
レ
タ
ン
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水
工
事
作
業
、
ア
ク
リ
ル
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水
工
事
作
業
、

シ
ー
リ
ン
グ
防
水
工
事
作
業
及
び
Ｆ
Ｒ
Ｐ
防
水
工
事
作
業)

、
内
装
仕
上
げ
施
工(

プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
系
床
仕
上
げ
工
事
作
業
、
木
質
系
床
仕
上
げ
工
事
作
業
、
鋼
製
下
地
工
事
作
業
及
び
ボ
ー
ド
仕

上
げ
工
事
作
業)

、
サ
ッ
シ
施
工

(

ビ
ル
用
サ
ッ
シ
施
工
作
業)
、
表
装

(

壁
装
作
業)

、
塗
装

(

木
工
塗
装
作
業
、
建
築
塗
装
作
業
、
金
属
塗
装
作
業
及
び
噴
霧
塗
装
作
業)

、
広
告
美
術
仕
上
げ

(

広
告
面
ペ
イ
ン
ト
仕
上
げ
作
業
及
び
広
告
面
粘
着
シ
ー
ト
仕
上
げ
作
業)
、
写
真(

肖
像
写
真
デ

ジ
タ
ル
作
業)

及
び
フ
ラ
ワ
ー
装
飾(

フ
ラ
ワ
ー
装
飾
作
業)

２

三
級

園
芸
装
飾(

室
内
園
芸
装
飾
作
業)

、
造
園(

造
園
工
事
作
業)

、
鋳
造(

鋳
鉄
鋳
物
鋳
造
作
業)

、

金
属
熱
処
理(

一
般
熱
処
理
作
業
、
浸
炭
・
浸
炭
窒
化
・
窒
化
処
理
作
業
及
び
高
周
波
・
炎
熱
処

理
作
業)

、
機
械
加
工(

普
通
旋
盤
作
業
、
数
値
制
御
旋
盤
作
業
、
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業
、
平
面
研

削
盤
作
業
及
び
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
作
業)

、
仕
上
げ(

機
械
組
立
仕
上
げ
作
業)

、
電
子
機
器
組

立
て(

電
子
機
器
組
立
て
作
業)

、
建
築
大
工(

大
工
工
事
作
業)

、
と
び(

と
び
作
業)

、
左
官

(

左
官
作
業)

、
ブ
ロ
ッ
ク
建
築(

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
作
業)

、
化
学
分
析(

化
学
分

析
作
業)

、
塗
装(

金
属
塗
装
作
業)

、
広
告
美
術
仕
上
げ(

広
告
面
粘
着
シ
ー
ト
仕
上
げ
作
業)

及
び
フ
ラ
ワ
ー
装
飾(

フ
ラ
ワ
ー
装
飾
作
業)

３

単
一
等
級

製
麺(

手
延
べ
干
し
麺
製
造
作
業)

、
路
面
標
示
施
工(

溶
融
ペ
イ
ン
ト
ハ
ン
ド
マ
ー
カ
ー
工

事
作
業
及
び
加
熱
ペ
イ
ン
ト
マ
シ
ン
マ
ー
カ
ー
工
事
作
業)

、
塗
料
調
色(

調
色
作
業)

及
び
産

業
洗
浄(

高
圧
洗
浄
作
業)

三

随
時
に
実
施
す
る
検
定
職
種(

作
業)

及
び
等
級
区
分

随
時
三
級
、
基
礎
一
級
及
び
基
礎
二
級

鋳
造(

鋳
鉄
鋳
物
鋳
造
作
業
及
び
非
鉄
金
属
鋳
物
鋳
造
作
業)

、
鍛
造(

ハ
ン
マ
型
鍛
造
作
業

及
び
プ
レ
ス
型
鍛
造
作
業)

、
機
械
加
工(

普
通
旋
盤
作
業
、
数
値
制
御
旋
盤
作
業
、
フ
ラ
イ
ス

盤
作
業
及
び
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
作
業)

、
金
属
プ
レ
ス
加
工(

金
属
プ
レ
ス
作
業)

、
鉄
工(

構

造
物
鉄
工
作
業)

、
工
場
板
金(

機
械
板
金
作
業)

、
め
っ
き(

電
気
め
っ
き
作
業
及
び
溶
融
亜
鉛

め
っ
き
作
業)

、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
陽
極
酸
化
処
理(

陽
極
酸
化
処
理
作
業)

、
仕
上
げ(

治
工
具
仕

上
げ
作
業
、
金
型
仕
上
げ
作
業
及
び
機
械
組
立
仕
上
げ
作
業)

、
機
械
検
査(

機
械
検
査
作
業)

、

ダ
イ
カ
ス
ト(

ホ
ッ
ト
チ
ャ
ン
バ
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業
及
び
コ
ー
ル
ド
チ
ャ
ン
バ
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業)

、

電
子
機
器
組
立
て(

電
子
機
器
組
立
て
作
業)

、
電
気
機
器
組
立
て(

回
転
電
機
組
立
て
作
業
、

変
圧
器
組
立
て
作
業
、
配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
作
業
、
開
閉
制
御
器
具
組
立
て
作
業
及
び
回
転

電
機
巻
線
製
作
作
業)

、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造(

プ
リ
ン
ト
配
線
板
設
計
作
業
及
び
プ
リ
ン
ト

配
線
板
製
造
作
業)

、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工(

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
作
業)

、
染
色(

糸

浸
染
作
業
及
び
織
物
・
ニ
ッ
ト
浸
染
作
業)

、
ニ
ッ
ト
製
品
製
造(

丸
編
み
ニ
ッ
ト
製
造
作
業
及

び
靴
下
製
造
作
業)

、
婦
人
子
供
服
製
造(

婦
人
子
供
既
製
服
製
造
作
業)

、
紳
士
服
製
造(

紳
士

既
製
服
製
造
作
業)

、
寝
具
製
作(

寝
具
製
作
作
業)

、
帆
布
製
品
製
造(

帆
布
製
品
製
造
作
業)

、

布
は
く
縫
製(

ワ
イ
シ
ャ
ツ
製
造
作
業)

、
家
具
製
作(

家
具
手
加
工
作
業)

、
建
具
製
作(

木
製

建
具
手
加
工
作
業)

、
紙
器
・
段
ボ
ー
ル
箱
製
造(

印
刷
箱
打
抜
き
作
業
、
印
刷
箱
製
箱
作
業
、

貼
箱
製
造
作
業
及
び
段
ボ
ー
ル
箱
製
造
作
業)

、
印
刷(

オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
作
業)

、
製
本(

製
本

作
業)

、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形(

圧
縮
成
形
作
業
、
射
出
成
形
作
業
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
成
形

作
業
及
び
ブ
ロ
ー
成
形
作
業)

、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形(

手
積
み
積
層
成
形
作
業)

、
石
材
施

工(

石
材
加
工
作
業
及
び
石
張
り
作
業)

、
パ
ン
製
造(

パ
ン
製
造
作
業)

、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・

ベ
ー
コ
ン
製
造(

ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造
作
業)

、
水
産
練
り
製
品
製
造(

か
ま

ぼ
こ
製
品
製
造
作
業)

、
建
築
大
工(

大
工
工
事
作
業)

、
か
わ
ら
ぶ
き(

か
わ
ら
ぶ
き
作
業)

、

と
び(

と
び
作
業)

、
左
官(

左
官
作
業)

、
タ
イ
ル
張
り(

タ
イ
ル
張
り
作
業)

、
配
管(

建
築

配
管
作
業)

、
型
枠
施
工(

型
枠
工
事
作
業)

、
鉄
筋
施
工(

鉄
筋
組
立
て
作
業)

、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
圧
送
施
工(

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
工
事
作
業)

、
防
水
施
工(

シ
ー
リ
ン
グ
防
水
工
事
作
業)

、

内
装
仕
上
げ
施
工(

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
床
仕
上
げ
工
事
作
業
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
系
床
仕
上
げ
工
事
作

業
、
鋼
製
下
地
工
事
作
業
、
ボ
ー
ド
仕
上
げ
工
事
作
業
及
び
カ
ー
テ
ン
工
事
作
業)

、
サ
ッ
シ
施

工(

ビ
ル
用
サ
ッ
シ
施
工
作
業)

、
表
装(

壁
装
作
業)

、
塗
装(

建
築
塗
装
作
業
、
金
属
塗
装
作
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業
、
鋼
橋
塗
装
作
業
及
び
噴
霧
塗
装
作
業)

及
び
工
業
包
装(

工
業
包
装
作
業)

注

随
時
実
施
の
三
級
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
受
検
し
よ
う
と
す
る
検
定
職
種
に
係
る
基
礎
一
級
又

は
基
礎
二
級
に
合
格
し
た
者
に
限
り
受
検
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

四

技
能
検
定
試
験
手
数
料

１

実
技
試
験

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七

号)

で
定
め
る
額
と
し
ま
す
。

２

学
科
試
験

三
千
百
円

五

実
施
期
日

１

前
期

一�
実
技
試
験

平
成
二
十
八
年
六
月
二
日(

木)
か
ら
同
年
九
月
七
日(

水)

ま
で
の
間
に
お
い
て
、
別
途

岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
い
ま
す
。

二�
学
科
試
験

�
平
成
二
十
八
年
七
月
十
七
日(

日)

に
実
施
す
る
検
定
職
種

三
級

園
芸
装
飾
、
造
園
、
鋳
造
、
機
械
加
工
、
仕
上
げ
、
電
子
機
器
組
立
て
、
建
築
大
工
、
と

び
、
左
官
、
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
化
学
分
析
、
塗
装
、
広
告
美
術
仕
上
げ
及
び
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

�
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
一
日(

日)

に
実
施
す
る
検
定
職
種

ア

一
級
、
二
級
及
び
三
級

金
属
熱
処
理

イ

一
級
及
び
二
級

造
園
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
産
業
車
両
整
備
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
と
び
、
防
水
施

工
、
サ
ッ
シ
施
工
及
び
塗
装

ウ

単
一
等
級

製
麺
及
び
産
業
洗
浄

�
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
八
日(

日)

に
実
施
す
る
検
定
職
種

一
級
及
び
二
級

機
械
加
工
、
鉄
工
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
建
設
機
械
整
備
、
木
型
製
作
、

家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
印
刷
、
左
官
、
畳
製
作
、
内
装
仕
上
げ
施
工
及
び
広
告
美
術
仕
上

げ
�
平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
一
日(

水)

に
実
施
す
る
検
定
職
種

一
級
及
び
二
級

写
真

�
平
成
二
十
八
年
九
月
四
日(

日)

に
実
施
す
る
検
定
職
種

ア

一
級
及
び
二
級

園
芸
装
飾
、
鋳
造
、
放
電
加
工
、
建
築
板
金
、
仕
上
げ
、
切
削
工
具
研
削
、
強
化
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施
工
、
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
タ
イ
ル
張
り
、
表
装
及
び
フ
ラ
ワ
ー
装

飾
イ

単
一
等
級

路
面
標
示
施
工
及
び
塗
料
調
色

２

随
時

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日(

金)

か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三

十
一
日(

金)

ま
で
の
間
に
お
い
て
、
別
途
岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
い

ま
す
。

六

実
施
場
所

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
実
施
場
所
は
、
別
途
岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
受
検
申
請
者

に
通
知
し
ま
す
。

七

問
題
の
公
表

実
技
試
験
問
題
は
、
あ
ら
か
じ
め
岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
お
い
て
公
表
す
る
と
と
も
に
、

受
検
申
請
者
宛
て
送
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
一
部
の
検
定
職
種
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
全
部
又
は
一

部
を
公
表
し
ま
せ
ん
。

前
期
試
験
の
問
題
の
公
表
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
六
日(

木)

か
ら
行
い
ま
す
。

八

受
検
申
請
の
手
続

１

提
出
書
類
等

一�
前
期

�
県
が
指
定
す
る
技
能
検
定
受
検
申
請
書

�
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書

面
の
写
し

�
四
に
定
め
る
手
数
料

�
実
技
試
験
を
在
校
生
と
し
て
受
検
す
る
場
合
は
、
在
校
生
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

二�
随
時

�
県
が
指
定
す
る
技
能
検
定
受
検
申
請
書
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�
四
に
定
め
る
手
数
料

２

提
出
先

〒
五
〇
二
―
〇
八
四
一

岐
阜
市
学
園
町
二
丁
目
三
三
番
地

岐
阜
県
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
内

岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
協
会(

電
話
〇
五
八
―
二
三
三
―
四
七
七
七)

３

受
付
期
間

一�
前
期

平
成
二
十
八
年
四
月
四
日(

月)

か
ら
同
年
四
月
十
五
日(

金)

ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日

及
び
日
曜
日
は
除
き
ま
す
。

二�
随
時

原
則
と
し
て
、
技
能
検
定
試
験
の
実
施
期
日
の
三
十
日
前
ま
で

４

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意

一�
技
能
検
定
は
、
働
く
方
々
の
職
業
能
力
を
評
価
す
る
試
験
で
あ
り
、
受
検
に
は
原
則
と
し
て

一
定
の
実
務
経
験
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

二�
提
出
書
類
等
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に｢

技
能
検
定
受
検
申

請
書
在
中｣

と
朱
書
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ

の
資
格
を
証
す
る
書
面(

写
し
で
も
可)

を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
申
請
書
は
、
受
付
期
間
内
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
受
け
付
け
ま

す
。

三�
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
両
方
の
免
除
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
者
は
、
二
に
掲
げ
る
検
定

職
種
以
外
の
職
種
に
つ
い
て
も
受
検
申
請
が
で
き
ま
す
。

四�
実
技
試
験
の
手
数
料
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
を
申
請
書
に
添
え
て
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
は
、
受
付
期
間
内
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
、
受
け

付
け
ま
す
。

五�
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
が
免
除
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
を
納
付
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

六�
受
検
申
請
を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場

合
で
も
手
数
料
は
返
還
し
ま
せ
ん
。

九

合
格
の
発
表
等

１

前
期

一�
技
能
検
定
合
格
者
の
発
表

技
能
検
定
合
格
者
の
受
検
番
号
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
十
七
日(

日)

に
学
科
試
験
を
実

施
す
る
検
定
職
種
に
関
し
て
は
同
年
八
月
二
十
六
日(

金)

、
そ
の
他
の
検
定
職
種
に
関
し
て

は
、
同
年
九
月
三
十
日(

金)

に
岐
阜
県
商
工
労
働
部
産
業
技
術
課
前
に
掲
示
さ
れ
ま
す
。

二�
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
職
業
能
力
開

発
協
会
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
七
日(

日)

に
学
科
試
験
を
実
施
す
る
検
定
職
種
に
関
し

て
は
同
年
八
月
二
十
六
日(

金)

付
け
の
書
面
で
、
そ
の
他
の
検
定
職
種
に
関
し
て
は
同
年
九

月
三
十
日(

金)

付
け
の
書
面
で
通
知
さ
れ
ま
す
。

三�
技
能
検
定
合
格
証
書
等
の
交
付

一
級
及
び
単
一
等
級
の
技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
厚
生
労
働
大
臣
名
の
、
二
級
及
び
三
級
の

技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
知
事
名
の
合
格
証
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
、
技
能
検
定
の
合
格
者
に
対
し
、
技
能
士
章
が
交
付
さ
れ

ま
す
。

２

随
時

一�
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
職
業
能
力
開

発
協
会
が
書
面
で
通
知
し
ま
す
。

二�
技
能
検
定
合
格
証
書
の
交
付

三
級
、
基
礎
一
級
及
び
基
礎
二
級
の
技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
知
事
名
の
合
格
証
書
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

十

試
験
結
果
の
提
供

１

提
供
す
る
試
験
結
果

学
科
試
験
及
び
実
技
試
験(

要
素
試
験
及
び
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト)

の
得
点

２

提
供
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
一
月
間

３

提
供
す
る
場
所

情
報
公
開
・
個
人
情
報
総
合
窓
口(

県
庁
二
階
。
電
話
〇
五
八
―
二
七
二
―
一
一
一
一

内
線

二
二
九
六)

４

提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
書
類
等

一�
受
検
票

二�
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
そ
の
他
受
検
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ
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十
一

そ
の
他

技
能
検
定
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
は
、
岐
阜
県
商
工
労
働
部
産
業
技
術
課(

電
話
〇
五
八
―
二
七

二
―
一
一
一
一

内
線
三
一
三
四)

又
は
岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
協
会(

電
話
〇
五
八
―
二
三
三
―

四
七
七
七)
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
基
本
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

空
中
写
真
撮
影
及
び
オ
ル
ソ
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
か
ら

同

二
十
八
年
二
月
十
六
日
ま
で

四

作
業
地
域

大
垣
市

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

高
山
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

高
山
駅
周
辺
土
地
区
画
整
理
事
業)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
か
ら

同

年
十
月
三
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

高
山
市

○
教
育
用
パ
ソ
コ
ン
更
新
に
係
る
機
器
等
の
購
入
、
サ
ー
バ
の
賃
貸
借
並
び
に
シ
ス
テ
ム
構
築
及

び
運
用
保
守
業
務
委
託
に
関
す
る
仕
様
書
案
に
対
す
る
意
見
招
請
に
関
す
る
公
告

教
育
用
パ
ソ
コ
ン
更
新
に
係
る
機
器
等
の
購
入
、
サ
ー
バ
の
賃
貸
借
並
び
に
シ
ス
テ
ム
構
築
及
び
運

用
保
守
業
務
委
託
に
関
す
る
仕
様
書
案
の
作
成
が
完
了
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
仕
様
書
案
に
対
す
る

意
見
を
招
請
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量

教
育
用
パ
ソ
コ
ン
更
新
に
係
る
機
器
等
の
購
入
､
サ
ー
バ
の
賃
貸
借
並
び
に
シ
ス
テ
ム
構
築
及
び

運
用
保
守
業
務
委
託
一
式

２
意
見
の
提
出
方
法
等

�
提
出
期
限
平
成
28年
３
月
22日

(火
)
午
後
５
時
(郵
送
の
場
合
は
､
必
着
の
こ
と
｡)

�
提
出
先
〒
500-8570

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
財
務
課
情
報
基
盤
管
理
係

電
話
058-272-1111

(内
線
3586)

Ｆ
Ａ
Ｘ
058-278-2816

Ｅ
-m
ail
kiban@

gifu-net.ed.jp

�
提
出
方
法
仕
様
書
案
と
と
も
に
交
付
す
る
意
見
招
請
説
明
書
に
よ
る
｡

３
仕
様
書
案
の
交
付
期
間
及
び
交
付
場
所

�
交
付
期
間
平
成
28年
３
月
４
日
(金
)
か
ら
平
成
28年
３
月
22日

(火
)
ま
で
の
毎
日
(県
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の
機
関
の
休
日
を
除
く
｡)
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

�
交
付
場
所
２
の�
に
同
じ
｡

４
意
見
招
請
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
２
の�
に
同
じ
｡

５
Sum
m
ary

�
Subject：

C
onstruction,

m
aintenance

and
adm
inistration

of
the
PC
netw

ork
system

for
e

ducational
purposes

�
Subm

ission
W
indow

:

Any
tim
e
from

9:00
a.m
.
to
5:00

p.m
.
from

the
4
M
arch

2016
through

22
M
arch

2016
(excluding

w
eekends

and
national

holidays)

�
Subm

ission
D
eadline:

5:00
p.m
.
22
M
arch

2016

(Subm
issions

by
m
ail
m
ust
be
received

by
5:00

p.m
.
22
M
arch

2016)

�
For

further
inform

ation,
please

contact:

N
etw
ork
and

System
Section

School
Finance

D
ivision

G
ifu
Prefectural

B
oard

of
Education

Address:
2-2-1

Yabuta-m
inam

i
G
ifu
C
ity,

G
ifu
Prefecture,

500-8570

Tel:
058-272-1111

Ext.
3586

Fax:
058-278-2816

E-m
ail:kiban@

gifu-net.ed.jp
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